社団法人　名北労働基準協会　会員事業場専用　無料相談ダイヤル
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　 きぎょうの ろう どう　 なんでも  １１０　番
　℡ ０５２－９６１－７１１０

企業力増強 経営・労務管理 相談室
“雇用調整対策　賃金制度改善　要員管理　業務の効率化”　専門相談員（中小企業診断士）が無料アドバイスします。ご相談は事務局にて実施します。ご来局の日程は調整させていただきます。
雇用関係助成金 相談室
“中小企業緊急雇用安定助成金　雇用調整助成金”　専門相談員（社会保険労務士）が申請・記載方法等を無料アドバイスします。電話相談は常時対応、来局相談は日程を調整させていただきます。

ご 案 内
経済環境が激変し、労働をめぐるトラブルが急増する中、雇用維持対策等の労務管理の舵取りは、企業の運命を大きく左右します。法律知識と慎重な判断を要する、労働についての疑問、お困り事は、何でも当協会の無料相談ダイヤル「企業の労働１１０番」にご相談ください。

相談体制
●行政ＯＢ（元名古屋北労働基準監督署長）　２名　         ●中小企業診断士　１名
●特定社会保険労務士（紛争解決手続代理業務資格保有社会保険労務士）  ５名　
　●社会保険労務士　５名   　　●産業カウンセラー　１名
　●ＲＳＴトレーナー（厚生労働省方式現場監督者安全衛生教育トレーナー）　４名
無料相談のご利用状況 (平成２１年度)
	区　　　　分
	労　務　管　理
	労災・雇用保険等
	安全衛生管理
	合  計

	合　　　　計
	４，９１２件
	２，４２５件
	５７２件
	７，９０９件

	内　　訳
	電話相談
	３，６１３件
	１，５９１件
	４９２件
	５，６９６件

	
	来局相談
	１，１４５件
	７７６件
	４３件
	１，９６４件

	
	メール相談
	１５４件
	５８件
	３７件
	２４９件

	相 談 内 容
	①労働時間　   39%
③改正法対応   24%

②解雇・契約打切り

 　　　　　　　16%

③就業規則　　  8%
④労使紛争      2%
	①雇用保険手続  40%
②関連会社労働保険
加入          23%
③助成金申請    13%
④労災保険手続   9%
	①安全衛生教育  35%
②ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ導入・定

着            24%　

③管理体制      17%
④健康管理      11%

	


改正労働基準法、改正育児・介護休業法への対応、また、厳しい経済環境を受け、有期労働契約者の雇い止め、受注量の減少による休業・操業時間の短縮、雇用関係助成金に関するご相談が急増しております。
―― ご相談は次の電話番号経由等でも可能です ――
社団法人　名北労働基準協会　名古屋市北区清水1-13-1
代表番号(総合受付)  　 電  話（０５２）９６１－１６６６
労務・安全衛生企画課   電  話（０５２）９６１－３６５５
ＦＡＸ（０５２）９６１－９６３５
メール roumu@meihokurouki.or.jp












法の内容から、雇用維持対策、経営改善、労働者とのトラブルまで労働関係の疑問、お困り事は何でも「企業の労働１１０番」にご相談ください。


ベテラン相談員が、企業の立場にたったアドバイスを無料でいたします。


社団法人　名北労働基準協会





























